
                                       

 

新井薬師前駅周辺地区まちづくり協議会 規約 

 

第１章 総 則 

（名 称） 

第１条 この会の名称は、新井薬師前駅周辺地区まちづくり協議会（以下「本会」という。）

と称する。 

 

（区 域） 

第２条 新井薬師前駅周辺地区とは、上高田１～５丁目（全域）、新井５丁目（全域）、松

が丘１丁目（１～３３番）（以下「本地区」という。）とする。 

 

（位置づけ） 

第３条 本会は、「新井薬師前駅周辺地区まちづくり検討会」を継承し、まちづくりの実現 

に向けた会とする。 

 

（理念と目的） 

第４条 本会は、本地区の「これからのふるさとまちづくり」を目指して、住民が主体と

なり、これまでに育んできた伝統・文化及び地域特性を活かしつつ、行政と協働して地

域住民の生活・文化の向上及び社会福祉の増進に寄与することにより、魅力的で活力が

あり、安全で安心な住みよいまちづくりを目指すことを基本理念として、地域住民参加

による諸活動を行うことを目的とする。 

 

（活動内容） 

第５条 本会は、前条に規定する理念と目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１）本地区住民の生活の向上と地域活性化に関する事項 

（２）本地区の住民又は各種団体等との連携及び調整に関する事項 

（３）本地区の総合的施策に関する事項 

（４）行政等との協働に関する事項 

（５）その他、本会の目的達成に必要な事項 

２ 本会は、政治活動及び布教等活動は行わない。 

 

（会 員） 

第６条 本会は、第４条に規定する理念と目的に賛同する者を会員として構成する。 

２ 会員の種別及び資格は、次のとおりとする。 

（１）個人会員 本地区に居住する者、土地若しくは建物を所有する者又は営業する者 

（２）団体会員 本地区に活動拠点を有する各種団体・組織及び法人等（以下「各種団体 

等」という。） 

（３）賛助会員 本地区外に住所を有する個人又は活動拠点を有する各種団体等 

 

（入 会） 



第７条 本会に入会しようとする者は、別途細則に定める入会申込書を会長に提出しなけ

ればならない。 

 

（退 会） 

第８条 会員が、会員資格を失ったとき若しくは自ら退会の申し出があったときは、退会 

したものとみなす。この場合、会費は返還しない。 

 

（会 費） 

第９条 会員は、年度ごとに会費を納入しなければならない。会費の額及び納入方法につ 

いては、別途細則で定める。 

 

第２章 役 員 等 

 

（役員の種別） 

第１０条 本会に次の役員を置く。 

 （１） 会長      １名 

 （２） 副会長     若干名 

 （３） 事務局長    １名 

 （４） 会計      １名 

 （５） 部会長     若干名 

 （６） 監事      ２名 

 

（役員の選任） 

第１１条 役員は、総会において会員の中から選任する。 

 

（役員の職務） 

第１２条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が 

 あらかじめ指名した順序により、当該職務を代行する。 

３ 事務局長は、本会の運営及び活動に関する事務を処理するとともに、会長と協議のう

え、会員及び関係機関・団体との連絡調整を行う。 

 

（役員の任期） 

第１３条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 

（相談役） 

第１４条 本会は、相談役を置くことができる。 

 

（事務局） 

第１５条 本会の事務局は会長宅に設置し、次に定める業務を行う。 

（１） 本会の運営に関すること。 

（２） 各部会の総括・調整に関すること 



（３） 各種事務手続き及び庶務に関すること 

（４） 会計事務に関すること 

 

     第３章 会 議 

   

（会議の種別） 

   第１６条 本会に、次の会議を設置する。 

（１） 総会 

（２） 運営委員会 

（３） 部会 

 

第４章 総 会 

   

  （総会の構成） 

第１７条 総会は、第６条に規定する会員をもって構成する。 

 

（総会の審議事項） 

第１８条 総会は、次に掲げる事項を審議、議決する。 

（１） まちづくり計画の策定に関する事項 

（２） 活動計画及び活動報告に関する事項 

（３） 予算及び決算に関する事項 

（４） 役員の選任に関する事項 

（５） 会費に関する事項 

（６） 規約に関する事項 

（７） その他本会の運営に関する重要事項 

 

（総会の開催） 

第１９条 総会は、会長が招集する。 

２ 通常総会は、年１回、会計年度終了後、概ね２か月以内に開催する。 

３ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するとき開催する。 

（１） 会長が必要と認めたとき。 

（２） 会員の３分の１以上の者から要求があったとき又は運営委員会において総会 

   開催の議決があったとき。 

 

（総会の議長） 

第２０条 総会の議長は、会長または会長が指名する者が務める。 

 

（総会の定足数） 

第２１条 総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。ただし、

止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につい

て書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。こ

の場合、当該会員は総会に出席したものとみなす。 



 

（総会の議決） 

第２２条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席者した会員の過半数をもっ 

て決する。この場合において、議長は会員としての表決に加わることはできない。ただ 

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（総会の議事録） 

第２３条 総会の議事については、必要事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 

第５章 運 営 委 員 会 

   

  （運営委員会の構成） 

  第２４条 運営委員会は、監事を除く役員をもって構成する。 

  ２ 前項の規定にかかわらず、監事は運営委員会に出席することができる。 

 

  （運営委員会の審議事項） 

  第２５条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議、議決する。 

（１） 総会に付議すべき事項 

（２） 総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３） 総会及び役員会から提議された事項 

（４） 会員の入退会に関する事項 

（５） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項  

 

（運営委員会の開催） 

第２６条 運営委員会は会長が招集する。 

 

（運営委員会の議長） 

第２７条 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

（運営委員会の定足数） 

第２８条 運営委員会は、第２４条第１項に規定する構成員の２分の１以上の出席がなけ 

れば開会することができない。 

 

第６章 部 会 

  

 （部会の種別及び所掌業務） 

  第２９条 第５条各号に掲げる事項について詳細な検討を行うため、必要に応じて部会を 

置き、当該各号に定める活動を行うことができる。 

（１） 企画・広報（本会の組織、企画及び情報発信などに関する活動） 

（２） 福祉・環境（本地区住民の健康・福祉の増進及び環境保全に関する活動） 

（３） 交通・道路（本地区の都市計画に関する活動） 

（４） 防災・防犯（本地区の安全・安心の確保に関する活動） 



（５） その他まちづくりに関する事項 

 

（部会の構成） 

第３０条 部会は、個人会員、団体会員及び賛助会員をもって構成する。 

２ 会員は、前条の部会のいずれかに属することとする。 

３ 部会には、部会長を置く。 

４ 部会長は、必要に応じて、部会に検討テーマに関する専門家等の出席を求め、又は資 

料等の提出を求めることができる。ただし、その選定については、事前に運営委員会 

の承認を得ることとする。 

  ５ 部会は原則として公開し、部会の承認を得た者は意見を述べることができる。 

 

第７章 会 計 及 び 会 計 監 査 

   

  （経費の支弁） 

  第３１条 協議会の運営等に要する経費は、会費、寄付金、助成金、補助金、その他の収 

入をもって支弁する。 

 

（会計年度） 

  第３２条 本会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。 

  

  （会計監査） 

第３３条 監事は、本会の会計監査において関係帳簿等を監査し、その結果を総会に報 

 告しなければならない。 

 

第８章 個人情報の保護及び情報公開 

 

 （個人情報の保護） 

  第３４条 役員等本会に従事する者は、本会の活動を通じて得た個人情報により、 

   個人の権利及び利益が侵害されることがないよう、その保護に努めなければならない。 

   

（情報公開） 

  第３５条 会長は、本会の運営及び活動等に関し、会員から文書等の閲覧請求があった 

時は、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。 

 

第９章 雑 則 

 

第３６条 この規約の施行に関し必要な事項は、運営委員会の審議を経て細則で定める。 

  

 

附則 

１ この規約は、平成 28年 4月 25 日（協議会設立の日）から施行する。  

                                      


